
  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育み、認め合い、元気に生きるまち【共生】 
すべての人が希望を持ちながら笑顔で健やかに育ち、 

すべての人がそれぞれの個性を認め合い、思いやり、 

健康に元気に生きていく地域を共につくりましょう 

 

 

 

 

     政策 

１－１ みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】  

１－２ 子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】  

１－３ 個人が尊重し合い、安心して平和に暮らすまち【人権政策】  

１－４ 地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】  

１－５ 健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち     

【健康・医療政策】 
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基 本 目 標 １  

 

政策１－１ 
           

         

 

 

 

 
 

 
 

 

 
指標 

No. ＫＰＩ 
現状値 望ましい 

方向 年/年度 数値 

1101 
人口千人当たり出生数 Ｒ５年 5.43 人 ➚ 

考え方 高砂で生まれてくる子どもは増えることが望ましい。 

1102 
０～９歳の転入超過者数 Ｒ６年 13 人 ➚ 

考え方 子どもがいる世帯の転入は増えることが望ましい。 

1103 
保育の待機児童数（幼児） Ｒ７年度 ０人 ０人 

考え方 教育を希望する子どもや保育を必要とする子どもを教育・保育施設で受け入れることが望ましい。 

1104 
学童保育の待機児童数（学童） Ｒ７年度 ０人 ０人 

考え方 保育を必要とする児童を学童保育所で受け入れることが望ましい。 

 

 

 

【現状と現在の取組】 

●子どもの健やかな成長を支援するため、定期的な乳幼児健診と相談を実施しています。 

妊婦や子育ての悩みや不安に対応するため、乳児のいるすべての家庭を訪問し、保護者に寄り添った相談と支援を行って

います。 

児童虐待の早期発見と早期対応のため、こども家庭相談センターを設置しています。 

●地域の子どもが等しく教育・保育を受けられるよう、幼児教育・保育の質の向上と環境整備に取り組んでいます。 

子育て親子が集う交流の場として、子育て支援センターを設置し、土日も開放しています。 

認定こども園において、就園前の親子が子育て支援の場として交流しています。 

●子どもを生み育てたい人を支援するため、不妊・不育症治療費に対して支援を行っています。 

ファミリーサポートセンター事業を推進しています。 

青少年が健全に育つことを支援し、成人になることを祝福しています。 

 

【課題】 

●子どもたちだけで安全に遊べる場所づくりが求められています。 

受診しやすい乳幼児健診や親が相談しやすい体制、児童虐待の早期発見・対応のため、学校・園など関係機関との連携強化

が必要です。 

子どもの貧困をなくし、貧困の連鎖を解消することが必要です。 

 

① すべての子どもが、健やかに成長しています 

② 親が安心して子どもを生み、子どもを育てる環境や制度が整っています 

③ 社会全体が、子どもの成長を喜び、支え、育んでいます 

施策の基本的な方向 

該当するSDGs 

現状と課題 

みんなが子どもを育てるまち 
【子ども支援政策】 
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●結婚に対する価値観が多様化し、晩婚化と晩産化が進んでおり、子育てと仕事等の両立による負担感を軽減するための支援

が重要です。 

育児の孤立を防ぎ、保護者の様々なライフスタイルに対応できるよう子育て支援の充実が必要です。 

保育士を確保し、待機児童ゼロを継続するとともに、子どもに寄り添った保育環境の充実が必要です。 

●職場や社会全体で子どもの誕生・成長に対する喜び、子育てへの共感を進めることが重要です。 

 

 

 

１１１１ 

子どもの健全な育成 

すべての子どもが安全・安心に過ごし、学習し、子どもどうしで体験を通じた活動が

できる居場所づくりを推進し、住民（市民・団体・関係人口等）、事業者、関係機関が

協働し、子どもの健全な育ちを支えます。 

１１１２ 

妊娠・産後生活の支援 

安心して妊娠・出産ができる包括的な支援体制を整備し、親の育児不安の相談等に対応

し、乳児がいる家庭での新しい生活を支援します。 

１１１３ 

子どもの心と体の健康づくり 

すべての子どもが必要な時に受診できる小児医療体制を整え、子ども自身も保健・健康

に関する知識を増やせるよう、子どもの健やかな成長を支援します。あわせて子どもの

悩みなどの相談体制を充実させます。 

１１１４ 

児童虐待防止対策の推進 

一人ひとりの子どもを尊重し、児童虐待の発生予防、早期発見に、住民（市民・団体・

関係人口等）、事業者、関係機関が連携し、虐待の被害にあった子どもを支援します。 

１１１５ 

支援が必要な子どもへの支援 

子どもたちの将来が閉ざされることのないよう、貧困や障がいなどのために困難を

持つ子どもや家庭に対する総合的な教育支援や経済支援等を行い、育成環境の改善や

支援体制の構築を図ります。 

１１２１ 

子育て相談と支援の充実 

保護者の悩みにきめ細やかに対応し、子どもが家庭や地域で健やかに育むため、保護者

や地域と共に、子育てを支える体制を充実させ、子育てにかかる経済的負担の軽減に努

めます。 

１１２２ 

仕事と子育ての両立支援 

保護者の仕事と子育ての両立支援を進めるため、質の高い幼児教育・保育に取り組み、

保護者の多様な保育ニーズに対応し、環境整備の充実に取り組みます。また、待機児童

を発生させないよう努めます。 

１１３１ 

子育てを支える地域づくり 

保護者に寄り添い、子どもの安全・安心の確保をするなど、住民（市民・団体・関係

人口等）、事業者、関係機関が連携して子育てを支える、地域による子育て活動を支援

します。 

１１３２ 

青少年の健やかな成長の支援 

住民（市民・団体・関係人口等）、事業者、関係機関が連携し、青少年の健全な成長を

見守り、すべての青少年の健全な育成を支援します。 

１１３３ 

妊娠・親になる支援 
親になりたい人、出産を希望し、不妊・不育症で治療されている人を支援します。 

 

 

計画名 理念・目標等 

子ども・子育て・若者支援プラン こどもの健やかな成長と若者の自立を支え、安心して暮らせるまちをめざして 

健康増進計画 育み、認め合い、元気に生きるまち「たかさご」 

主要な取組 

主要な関連計画 
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基 本 目 標 １  

 

政策１－２ 

           
         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

指標 

No. ＫＰＩ 
現状値 望ましい 

方向 年/年度 数値 

1201 
授業の内容がよく分かる、分かると回答した生徒の割合（中３国語） Ｒ６年 ７６．２％ ➚ 

考え方 確かな学力の定着が進み、割合が上がることが望ましい。 

1202 
授業の内容がよく分かる、分かると回答した生徒の割合（中３数学） Ｒ６年 ６９．４％ ➚ 

考え方 確かな学力の定着が進み、割合が上がることが望ましい。 

1203 
自分には良いところがあると思う生徒の割合（中３） Ｒ６年 ８０．６％ ➚ 

考え方 豊かな心を育む教育の定着が進み、割合が上がることが望ましい。 

1204 
学校に行くのは楽しいと思っている生徒の割合（中３） Ｒ６年 ８５．１％ ➚ 

考え方 豊かな心を育む教育の定着が進み、割合が上がることが望ましい。 

 

 
 

 

【現状と現在の取組】 

●就学前教育・小学校・中学校での「一貫教育」により、連続性のある教育を推進しています。 

学校において、「ふるさと高砂」の伝統や文化に関する教育を実施しています。 

特別な支援を要する子どもに対し、各機関と連携することで支援体制を整えています。 

子どもの問題・課題となる事案の早期発見と早期解決を目指し、相談体制を整えています。 

個々に応じた指導や支援により、誰一人取り残さない教育に取り組んでいます。 

すべての小学校・中学校で給食を実施しています。 

●校舎の耐震化改修や設備の機能回復修繕に取り組み、普通教室等へ空調設備を設置しています。 

●「地域とともにある学校」を目指し、学校運営協議会の運用や計画的なオープンスクールを実施しています。総合教育

会議において、市長と教育委員会が公の場で教育行政について議論しています。 

 

【課題】 

●将来の予測が困難な社会において、子どもたちが自分の人生を切り拓いて生きていくことが重要です。グローバル化の進

展により、子どもたちが言語や文化が異なる人々と主体的に協働することが重要です。子どもたちの個性を伸ばし、可能性

を広げ、多様な人々と協調して生きていくことが求められています。すべての子どもが夢や希望を持ち、社会の一員として

自立し、参画することが求められています。 

 

① すべての子どもが、それぞれの「個」に応じた学習を進めています  

② 学校に通う子どもが、安全に安心して学習できる環境が整っています  

③ 学校・家庭・地域が、子どもの学習を支え、育んでいます 

施策の基本的な方向 

該当するSDGs 

子どもが学ぶ力を育むまち 
【教育政策】 

現状と課題 
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●問題の把握と適切な対応に取り組み、保護者と子どもにとって安心できる学校づくりが必要です。 

登下校を含め、子どもたちが事件事故にあわず、安心して学校生活が送れるよう、学校及び地域の安全の確保が必要です。 

少子化に合わせた学校施設の適正規模と適正配置、ＧＩＧＡスクール構想に対応したＩＣＴ環境の整備が重要です。 

子どもには、社会とテクノロジーの結びつきが必要なＡＩ時代に対応した能力と、社会で円滑な人間関係を維持する能力

を身につけることが求められています。 

●「地域とともにある学校」として、地域社会における世代を超えた多くの人との交流が求められています。子育て中の保護者

に家庭教育の大切さを再認識していただくとともに、家庭での教育力が向上するよう支援することが重要です。 

地域全体で子どもを育む仕組みづくりのため、市民や団体、事業者等との連携が重要です。 

 

 

 

１２１１ 

子どもの学力の向上 

少人数授業、教職員の授業力の向上や、理由や根拠を明確にして説明する言語活動の充

実に取り組み、子どもの確かな学力の向上を推進します。 

１２１２ 

外国語教育の充実 

教職員の研修などによる指導力の向上、ＡＬＴの各校配置など、子どもの外国語に対する

学習意欲を高め、外国語でコミュニケーションを図ろうとする態度を育みます。 

１２１３ 

体験学習、文化、運動教育 

子どもたちが体験活動、職業教育、環境学習、ふるさと高砂に関する文化活動、運動に

親しみ、人生１００年時代をたくましく生きる力を育みます。 

１２１４ 

人権及び特別支援教育 

子どもの発達段階に応じて、多文化共生や性、障がいなどに配慮した教育に取り組み、

自他を思いやる心と個性を伸ばします。 

１２２１ 

問題行動・不登校などへの対応 

子ども一人ひとりが抱える様々な問題や悩み・不安を教職員が受け止め、子ども、

保護者、学校に対して、住民（市民、団体、関係人口等）、事業者、関係機関が協力し、

迅速かつ適切に対応します。 

１２２２ 

教職員の資質向上 

教職員研修や、教職員が気軽に相談し、助け合う体制づくりに努めることで、子どもと

接する資質及び能力を向上させます。 

１２２３ 

学校の安全と危機管理体制の確立 

子どもたちに防災・安全教育を実施するとともに、園や学校及び通学路の安全と危機管

理体制の確保に取り組みます。 

１２２４ 

学校施設の改善 

学校施設の規模等を検討した施設の改修や教材備品の整備を計画的に推進します。 

ＧＩＧＡスクール構想で整備したＩＣＴ環境を活用した教育を推進します。 

１２３１ 

家庭・地域と学校の協働 

保護者や市民が参画した学校運営協議会制度の活用や、住民（市民、団体、関係人口等）、

事業者、関係機関が協働して学習の場づくりに取り組み、「地域とともにある学校」を

目指します。 

１２３２ 

家庭学習の支援 

保護者の教育相談、就学援助等を実施することで、子どもたちの基本的生活習慣づくり

と家庭での学習を支援します。 

１２３３ 

文化芸術スポーツを指導する 

人材との連携 

住民（市民、団体、関係人口等）、事業者、関係機関と学校が協力し、子どもたちが文化

芸術に触れる機会や地域の伝統文化やスポーツを体験する機会を確保します。 

 

 

計画名 理念・目標等 

教育大綱 ともに育み、ともに認め合い、未来へつながる『教育のまち高砂』 

教育振興基本計画 思いやりとたくましさをもち、ふるさと高砂の今と未来を創る人を育む 

子ども・子育て・若者支援プラン こどもの健やかな成長と若者の自立を支え、安心して暮らせるまちをめざして 

文化振興基本方針 つむぎ つながり つくりだす 文化と共に育つまち 高砂 

スポーツ推進計画 すべての市民が生涯にわたってスポーツを楽しめるまち 高砂 

 

 

主要な関連計画 

主要な取組 
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基 本 目 標 １  

 

政策１－３ 
           

         

 

 

 

 

 

 
 

 
 

指標 

No. ＫＰＩ 
現状値 望ましい 

方向 年/年度 数値 

1301 
市民満足度調査「人権に関わる差別がある」回答率 Ｒ７年度 26.1％ ➘ 

考え方 差別を感じると回答する人はいなくなることが望ましい。 

1302 
附属機関の女性委員の割合 Ｒ７年度 26.2％ ➚ 

考え方 女性委員の割合は男性と同程度まで上がることが望ましい。 

1303 
多文化共生事業の実施回数 Ｒ６年度 12 ➚ 

考え方 異なる文化や生活習慣などに対する理解を促進するため、活動機会が増えることが望ましい。 

  

 
 

 

【現状と現在の取組】 

●高砂市人権教育協議会と連携を図りながら、家庭、学校・園、地域、企業など、あらゆる場において人権教育及び啓発

を進めています。 

●年齢、性別、人種、障がい、性的指向など、様々な背景を持つ人々が直面する困難について、社会全体が理解及び支援して

いくため、意見を伺いながら取り組んでいます。 

●関係機関と連携を図りながら、女性の再就職や企業への支援、また、女性が自分らしく生きるための力を身につける学習

機会や情報の提供を図っています。 

●男女共同参画、女性活躍の推進に取り組んでいます。 

●在住外国人への日本語教室や生活相談を実施する高砂市国際交流協会を支援しています。 

 

【課題】 

●多様化・複雑化する人権課題の解消に向けて、人権教育及び啓発の一層の推進が求められています。 

●在住外国人の増加に伴い、多言語による情報提供と相談体制を整備することが必要です。 

●お互いを認め尊重し合う意識の浸透に取り組むことが求められています。 

●女性、外国人、性的マイノリティなどの多様な人が参画、活躍できる体制をつくり、自己実現する人が増えることが必要

です。 

 

 

① 年齢、性別、障がい、出身、文化によらず、すべての人が安心して暮らしています 

② 異なる文化や個性を理解し、お互いを尊重し、それぞれが自己実現しています 

施策の基本的な方向 

該当するSDGｓ 

個人が尊重し合い、安心して 

平和に暮らすまち 【人権政策】 

現状と課題 
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１３１１ 

人権教育及び啓発による差別 

のない社会の推進 

家庭、園・学校、地域、企業などあらゆる場において、人権尊重のための教育及び啓発

を継続することで、すべての人がお互いの個性を尊重し合い、差別のない社会を推進しま

す。 

１３１２ 

人権問題の解決の支援 

虐待、家庭内暴力、インターネットを含めたあらゆる場所でのいじめ、差別的発言、

社会的排除など一人ひとりの苦悩に寄り添い、住民、事業者、関係機関と協力し、誰一人

取り残さない相談しやすい体制の充実に取り組みます。 

１３１３ 

適切な支援のための情報提供と 

相談体制の強化 

様々な背景を持つ人に配慮し、ＩＣＴ等の活用や多言語対応を進めることで、アクセス

しやすい情報提供や相談体制を強化し、適切な支援に取り組みます。 

１３２１ 

多様な背景を持つ人の参画 

年齢、性別、人種、障がい、性的指向等に関係なく、誰もが互いに尊重し支え合い、

それぞれの個性や能力を活かして、社会参加や活躍できるインクルーシブ社会の実現

を目指します。 

１３２２ 

多文化共生社会の推進 

外国人へのコミュニケーション支援として、日本語教室、日本語サロン等による日本語

教育の充実に取り組み、外国人住民が孤立することのない社会を推進します。 

１３２３ 

男女共同参画社会の推進 

男女が社会の対等な構成員として、市民一人ひとりが「個」を尊重し、あらゆる分野で

活躍できる男女共同参画社会を実現します。 

 

 

計画名 理念・目標等 

高砂市人権教育及び啓発に関する基本

計画 
個人が尊重し合い、誰もが安心して、自分らしく暮らすことができるまちの実現 

たかさご男女共同参画プラン 一人ひとりの「個」を尊重した男女共同参画社会の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な取組 

主要な関連計画 
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基 本 目 標 １  

 

政策１－４ 

           

         

 

 

 

 

 
 

  

 
 

指標 

No. ＫＰＩ 
現状値 望ましい 

方向 年/年度 数値 

1401 
市民満足度調査「地域で自立を支え合い、つながり合うまち」の満足度 Ｒ７年度 33.4％ ➚ 

考え方 地域における自立の支え合い、つながり合いの満足度は上がることが望ましい。 

1402 
成年後見支援センター相談件数 Ｒ６年度 113 件 ➚ 

考え方 成年後見制度の必要な人へ適切な支援が提供されることが望ましい。 

1403 
障害福祉サービス計画相談支援の延べ利用件数 Ｒ６年度 2,718 件 ➚ 

考え方 障がいのある人へ適切なサービスが提供されることが望ましい。 

1404 
たかさごチームオレンジ登録数 Ｒ７年度 ６ ➚ 

考え方 地域における認知症サポーター等の支援チームは増えることが望ましい。 

  
  

 

【現状と現在の取組】 

●生活困窮者、高齢者、障がい者、ひとり親等に対し、福祉的な支援を行っています。 

複合化・複雑化した課題に対応するため、重層的支援体制整備事業に取り組んでいます。 

言語・知的面に支援を必要とする子どもに対し、通所支援や相談に応じる児童発達支援センターを運営しています。 

●住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの推進に取り

組んでいます。 

認知症に対する正しい知識と、誰もが暮らしやすい地域づくりを進め、認知症の人とその家族が、地域の中で孤立すること

がないよう、様々な認知症施策に取り組んでいます。 

 

【課題】 

●生活困窮者、高齢者、障がい者、ひとり親等、すべての人が自立した生活を送れるよう、必要な福祉サービスを利用

するための相談体制を整えることが重要です。 

 複合化・複雑化した課題を抱えた支援を必要とする人が増加しており、分野横断型の包括的な相談体制の強化が求められて

います。 

●地域における担い手の育成、互助意識の醸成のため、ボランティアやＮＰＯなど多様な組織・団体、個人による地域活動・

市民活動を支援することが求められています。 

 

① すべての人が、合理的な配慮により、必要な福祉サービスを受け、自立して生活できる

環境が整っています 

② 支援する人を応援し、支え合う社会ができています  

施策の基本的な方向 

該当するSDGs 

地域で自立を支え合い、 

つながり合うまち 【福祉政策】 

現状と課題 
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地域包括ケアシステムの推進のため、地域包括支援センターの円滑な運営が求められています。 

６５歳以上の人口は減少しているものの、７５歳以上の人口は２０２８（令和１０）年頃まで増加が続く見込みであり、介護や

医療の需要が増えることへの対応が求められます。 

 

 

 

１４１１ 

生活困窮者の生活の自立支援 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対し、

自立に関する相談支援や就労に関する支援を行います。 

１４１２ 

総合的な介護予防の推進 

地域全体で高齢者を支える体制として、高齢者自身が介護予防や生きがいにつながる

ような地域をつくり、地域の実情に応じた効果的な介護予防を推進し、高齢になっても

自立した生活ができる人を増やします。 

１４１３ 

高齢者の生活の自立支援 

高齢になったことに起因する困難に関する相談に対応し、高齢者福祉サービスや生活

支援サービスの提供などにより、高齢者の生活を支援します。 

１４１４ 

障がい者の生活の自立支援 

障害福祉サービスの提供などにより、障がいに起因する生活上の困難がある人の生活

を支援します。 

１４１５ 

ひとり親家庭の自立支援 

就業支援、生活・経済的支援や相談・情報提供体制の充実により、ひとり親家庭が、安定

した生活を送り、安心して子育てができるよう支援します。養育費の確保の方法について

助言し、経済的不安解消を支援します。 

１４２１ 

地域共生社会の推進 

地域福祉の中核を担う民生委員・児童委員、福祉委員などによる福祉活動やボランティア、

ＮＰＯなどによる地域活動・市民活動を支援します。地域での課題解決力の強化を

図るため、支え合いづくり協議会の住民主体による運営を支援します。複合化・複雑化

した課題、制度の狭間の課題などに対応するため、重層的支援体制整備事業を通じて、

分野横断型の包括的な相談体制を強化します。 

１４２２ 

地域包括ケアシステムの推進 

高齢者等の総合相談、権利擁護など、地域包括支援センターの業務の充実、地域ケア

会議の充実などにより、地域で生活を営む上で支援を必要とする人が、能力を発揮

しながら在宅生活を維持する地域包括ケアシステムを推進します。また、在宅医療と

介護の連携を促進します。 

１４２３ 

成年後見制度の利用促進 

成年後見支援センターにおいて、判断能力が不十分な人が安心して生活が送れるように、

成年後見制度の相談や利用促進等の支援を行います。 

 

 

計画名 理念・目標等 

地域福祉計画 一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち 

障害者計画、障害福祉計画、障害児

福祉計画 
みとめあい ささえあい 活躍できるまち 

高齢者福祉計画、介護保険事業計画 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていける環境づくり 

子ども・子育て・若者支援プラン こどもの健やかな成長と若者の自立を支え、安心して暮らせるまちをめざして 

成年後見制度利用促進基本計画 誰もが安心して自分らしく暮らせる ぬくもりのまち 

 

主要な取組 

主要な関連計画 
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基 本 目 標 １  

 

政策１－５ 

           

         

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
指標 

No. ＫＰＩ 
現状値 望ましい 

方向 年/年度 数値 

1501 
各種がん検診受診率 Ｒ６年度 13.2％ ➚ 

考え方 健康に関心を持ち、早期発見早期治療につながる検診受診率は上がることが望ましい。 

1502 
特定健診の受診率（市国保） Ｒ５年度 21.6％ ➚ 

考え方 健康に関心を持ち、早期発見早期治療につながる健診受診率は上がることが望ましい。 

1503 
地域包括ケア病棟の月平均入院数 Ｒ６年度 1779.4 ➚ 

考え方 急性期からの受け皿として機能し、入院数が増えることが望ましい。 

1504 

日常生活が自立していない人の割合（高齢者人口における要介護２から５まで

の該当者割合） 
Ｒ６年度 7.42％ ➘ 

考え方 日常生活の動作が自立していない人の割合を減らし、健康な人は増えることが望ましい。 

  

 
 
 
 

【現状と現在の取組】 

●健康寿命の延伸、生活の質（QOL）の向上のため、健康診査、歯科健診、がん検診等が定期的に受けられるよう推進して

います。 

生活習慣病の予防のため、適度な運動習慣などの生活改善をお知らせしています。 

地域包括ケアシステムの一つとして、介護予防の構築に取り組んでいます。 

●夜間や休日診療も含めた医療体制を確保するため、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携しています。 

救急隊員を育成し、救急救命士の資格取得や知識・技術の向上に努めています。 

国民健康保険などの医療保険制度により、安心して医療を受けられるよう取り組んでいます。 

 

【課題】 

●自分の健康に関心を持ち、かかりつけ医を決め、特定健診、特定保健指導、がん検診等を受診し、病気の早期発見・早期治療

に努めることが重要です。 
 

① 疾病予防体制が充実し、多くの人が生涯にわたり心身ともに健康にすごせています 

② 充実した医療体制が継続的に提供され、安心して医療を受けられます 

施策の基本的な方向 

該当するSDGs 

健康を維持し、医療サービスを

安心して受けられるまち 

【健康・医療政策】 

現状と課題 
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メンタルヘルスを含めた生活習慣の改善により、病気にならない生活の定着が重要です。 

介護予防の意識の向上や、介護予防につながる活動が活性化することが重要です。 

●医療人材確保のために、患者による夜間や休日診療の適切な利用が重要です。 

感染症の拡大防止のために、医療機関のリスク対策と関係機関の連携が必要です。 

救命率の向上のため、救急車の適正な管理と救急隊員の人材育成・知識技能向上が重要です。 

国民健康保険などの医療保険制度を継続的に、かつ健全に運営することが必要です。 

 

 

 

１５１１ 

健康管理の推進 

子どものときからの規則正しい生活習慣を身につけ、かかりつけ医を決めるなど、自分

の健康に関心を持ち、すべての人が体も心も健康な生活を送れるよう推進します。 

１５１２ 

健康診査、がん検診受診率の向上 

健康診査及びがん検診の受診率向上に取り組み、早期発見、早期治療を促進し、すべて

の人が健康な生活を送れるよう支援します。 

１５１３ 

栄養のある食生活と運動習慣の促進 

食育や栄養バランスのとれた、規則正しい食生活や楽しい運動習慣を身につけること

を推進し、生活習慣病の予防を促進します。 

１５１４ 

感染症予防に関する正しい知識の浸透 

医療機関、保健所などの関係機関と連携し、感染症に関する知識や関心を深める機会を

つくり、一人でも多くの市民が、正しく感染症拡大予防に取り組めるよう支援します。 

１５２１ 

地域医療の維持 

住民(市民、団体、関係人口等)、事業者、医療機関による連携により、市民が必要な治療

を受けられる医療体制を維持し、市民が安心して暮らせる地域医療を維持します。 

１５２２ 

休日、救急診療体制の確保 

市民病院、医師会、大学などの医療機関、県・他市町などとの連携により、地域における

夜間、休日などの救急診療体制を確保します。 

１５２３ 

市民病院の充実 

今後の医療・介護需要の拡大や、健診の受け皿として、市民病院において、患者や家族に

寄り添う看護や、健診等の充実に取り組みます。 

１５２４ 

救急体制の維持 

救急車の適正利用を呼びかけ、高齢化に伴う救急需要の高まりに対応し、市民の安心に

貢献できる救急体制を維持します。 

１５２５ 

応急手当の普及 

救急講習等により、応急手当の必要性を普及啓発し、さらにバイスタンダーによる心肺

蘇生の実施などにより、誰かを助けようとする人を増やします。 

１５２６ 

国民健康保険制度の維持 

財政基盤の安定化、医療費適正化の促進とともに、兵庫県などと連携し、持続可能な国民

健康保険制度を維持します。 

１５２７ 

福祉医療制度の維持 

必要な人が適切な医療が受けられる持続可能な福祉医療制度を維持し、保健の向上や

福祉の増進に取り組みます。 

 

 

計画名 理念・目標等 

健康増進計画 育み、認め合い、元気に生きるまち「たかさご」 

 

 

主要な取組 

主要な関連計画 
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基 本 目 標 １  

 

 

 

 

 

 


































































